
平成３０年度第２回 世田谷区入札監視委員会 議事概要 

 

開催日時：平成３１年２月６日（水）午後１時～２時４５分 

場 所：世田谷区役所第一庁舎２階入札室 

出席委員：中川委員、三浦委員、竹内委員 

事 務 局：財務部経理課、教育委員会事務局教育総務課 

 

【会議次第】 

１ 開会 

 

２ 意見交換 

 

３ 閉会 

 

【意見交換の概要】 

 区の入札及び契約手続における透明性、公正性の向上を図るため、手続きの運用状況等を踏ま

えて意見交換を行った。 

 

意見交換の主な内容 

委員の主な意見・質問 区の主な説明・回答 

・予定価格を事前公表している場合、事業者はそ

の価格を目安に入札しているのではないか。ま

た、最低制限価格は非公表とはいえ、おおよそ

逆算できるのではないか。 

 

 

・建設業者から入札の積算期間が短いという声も

あるようだが、どのように考えているか。 

 

 

 

・総合評価方式入札の対象案件はどのように選定

しているのか。 

 

 

・工事の入札時に提出する内訳書として求める内

容が予定価格５，０００万円以上か未満かで異

なるが、どのような理由により違いを設けてい

るのか。 

 

・予定価格の事前公表、事後公表については各自

治体によって考え方はさまざまであり、それぞ

れメリット、デメリットがある。最低制限価格

については算出式に非公表の係数を入れること

で対応している。 

 

・建設業法で規定された見積期間は確保している。

発注案件の件数も多く、厳しい状況であること

は理解しているが、他自治体と比較しても世田

谷区が短いということはない。 

 

・原則、予定価格２，５００万円以上の工事から

施工難易度が高いと思われる工事を選定してい

る。 

 

・入札時の積算期間が予定価格５，０００万円を

境に異なるため、それに応じて内訳書に求める

内容も変えている。また、従来は予定価格５，

０００万円以上の案件のみ内訳書提出を求めて

いたが、平成２７年に「公共工事の入札及び契



 

 

 

 

 

・住民対応など積算時に想定できない理由により

工事が遅れたり、契約変更が生じたりするケー

スはあるのか。 

 

 

・現場に近い事業者が頻繁に落札するなど、履行

場所と落札事業者の所在地の関連性は見受けら

れるか。 

約の適正化の促進に関する法律」が改正された

際、法的に内訳書提出が義務付けられ、少額案

件には簡易なものを導入したという経緯があ

る。 

 

・周辺住民への配慮により騒音の少ない工法に変

更したケースなどはある。工期延長が生じるケ

ースとしては、想定外の地中障害物がみつかり

撤去が必要になった場合などが多い。 

 

・一部の事業者には地元の工事を積極的に受注し

ているような姿勢が見受けられるが、全体とし

ては明確な傾向は認められない。 

 

 


